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令和７年第４回（１２月）上牧町議会臨時会会議録 

 

議 事 日 程 

 

令和７年１２月２４日（水）午前１０時開会 

 

第 １      会議録署名議員の指名について 

第 ２      会期の決定について 

第 ３ 報第１号 専決処分報告について 

         物損事故による損害賠償額の決定及び和解について 

第 ４ 議第１号 上牧町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について 

第 ５ 議第２号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例について 

第 ６ 議第３号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

第 ７ 議第４号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 

第 ８ 議第５号 上牧町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

第 ９ 議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第６回）について 

第１０ 議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）について 

第１１ 議第８号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第３回）について 

第１２ 議第９号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第３回）について 

 

本日の会議に付した事件 

第１から第１２まで議事日程に同じ 
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                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  上 村 哲 也        ２番  氏 原 賢 一 

      ３番  竹 中 亮 造        ４番  安 中   和 

      ５番  東   初 子        ６番  牧 浦 秀 俊 

      ７番  服 部 公 英        ８番  竹之内   剛 

      ９番  石 丸 典 子       １０番  康 村 昌 史 

     １１番  木 内 利 雄       １２番  遠 山 健太郎 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 阪 本 正 人 教 育 長 永 井 工 仁 

  総 務 部 長 中 川 恵 友 都市環境部長 吉 川 昭 仁 

  健康福祉部長 山 下 純 司 総 務 部 理 事 髙 木 真 之 

  住民生活部理事 山 本 敏 光 教 育 部 理 事 丸 橋 秀 行 

  総 務 課 長 野 村 浩 之 企画財政課長 中 本 義 雄 

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  議会事務局長  金 﨑 恭 彦    書    記  森 本 香寿美 

  書    記  林   大 貴    書    記  大 関 誉 文 
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    開会 午前１０時００分 

 

    ◎開会の宣告 

〇議長（遠山健太郎） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達

しておりますので、令和７年第４回上牧町議会臨時会を開会いたします。 

 本日、臨時会が開催されましたところ、議員各位におかれましてはご出席賜り、御礼を申

し上げます。どうか議員各位のご協力をお願い申し上げます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（遠山健太郎） これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎町長の挨拶 

〇議長（遠山健太郎） 初めに、招集者の挨拶をお願いいたします。 

 阪本町長。 

          （町長 阪本正人 登壇） 

〇町長（阪本正人） 皆さん、おはようございます。 

 本日、ここに令和７年第４回臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様には早朝より

お集まりを頂き、誠にありがとうございます。 

 早速ではございますが、本日提出しております議案につきまして、簡単に説明をさせてい

ただきます。報第１号につきましては、物損事故による損害賠償額の決定及び和解成立に伴

い、地方自治法第180条第１項の規定により、議会の議決により指定された町長の専決処分事

項について専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございま

す。 

 議第１号から議第５号につきましては、人事院勧告に伴う国家公務員における給与法の一

部改正に伴い、上牧町議会議員の議員報酬等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例、一般職の職員の給与に関する条例、一般職の任期付職員の採用等
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に関する条例、上牧町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

ものでございます。 

 議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第６回）につきましては、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億5,039万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ132億6,582万4,000円とするものでございます。 

 第２条、繰越明許費の補正につきましては、予算書８ページ、第２表、繰越明許費補正、

追加として、クーポン券第６弾発行事業２億3,501万1,000円としております。今回の補正予

算では、人件費におきまして、人事院勧告及びその他異動等による調整額を計上しておりま

す。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で主なものにつきましてご説明させて

いただきます。 

 款国庫支出金、説明欄、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金につきましては、令和

７年度国の補正予算成立に伴い、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交付限度額が

示されましたので、物価高騰の影響を受けている町民や事業者に対し、支援を行うクーポン

券第６弾発行事業の財源として２億3,654万7,000円を計上し、併せて、歳出説明書８、９ペ

ージ、款総務費、説明欄、クーポン券第６弾発行事業費で、住民１人当たり１万1,000円のク

ーポン券を発行する事業として２億4,652万8,000円を計上しております。 

 歳入に戻りまして、説明書４、５ページ、款国庫支出金、節児童福祉費補助金につきまし

ては、令和７年度国の補正予算成立に伴い、物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し

て支援を行う物価高対応子育て応援手当事業の財源として5,882万9,000円を計上し、併せて、

歳出説明書10から13ページ、款民生費、目児童措置費、説明欄、職員人件費で４万2,000円を

物価高対応子育て応援手当事業費で5,878万7,000円を計上しております。 

 歳入に戻りまして、説明書４、５ページ、款繰入金、節財政調整基金繰入金につきまして

は、今回の補正予算の財源調整のため、5,501万4,000円を繰り入れております。繰入れ後の

基金残高は７億6,198万8,000円となっております。 

 議第７号から議第９号につきましては、令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算

（第３回）、令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第３回）、令和７年度上牧町下水

道事業会計補正予算（第３回）についてでございます。内容につきましては、人件費におき

まして、人事院勧告による調整額を計上しております。 

 以上のとおり案件を上程しております。いずれも重要な案件でございますので、慎重にご
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審議いただき、承認、議決賜りますようお願いを申し上げまして、招集のご挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議会運営委員会の報告 

〇議長（遠山健太郎） 挨拶が終わりましたので、過日開催されました議会運営委員会の報告

を求めます。 

 石丸議会運営委員長。 

          （議会運営委員長 石丸典子 登壇） 

〇議会運営委員長（石丸典子） 皆さん、おはようございます。議会運営委員長の石丸典子で

す。 

 去る12月22日、議会運営委員６名出席による議会運営委員会を開催いたしましたので、報

告いたします。 

 本日の第４回上牧町臨時議会の町長提出議案は、先ほど町長が読み上げられましたとおり、

報告１件、議案９件の合計９議題です。議会運営委員会での審議の結果、全ての案件を本会

議審議とし、会期は本日24日の１日と決定いたしました。 

 また、木内議員より、専決処分書の報告について、提出のルールを確認する発言がありま

した。内容は、12月定例会において、８月29日付の専決処分書が提出されました。内容は、

歩道転倒による事故の損害賠償額の決定及び和解についてです。12月定例会の審議の中にお

いて、９月定例会で提出されなかったことについて、私、石丸が質疑したことですけれども、

直近の９月議会の議案配付が８月26日であったので、９月定例会提出に間に合わなかったと

いうことです。今後も損害賠償額の決定と和解終了後、直近の議会の議案配付日に提出がで

き、直近の議会での報告とするというルールを確認いたしました。 

 なお、事故の報告につきましては、議会事務局を通じて議員に報告していただけるという

ことになっております。 

 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

 

                     ◇                    
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    ◎議事日程の報告 

〇議長（遠山健太郎） 報告が終わりましたので、これより委員長の報告どおり議事を進めて

まいりたいと思います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会議録署名議員の指名について 

〇議長（遠山健太郎） 日程第１、会議録署名議員の指名について。 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、９番、石丸議員、10番、康

村議員を指名いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会期の決定について 

〇議長（遠山健太郎） 日程第２、会期の決定について、これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は本日１日にしたいと思います。ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎報第１号の上程、説明、質疑 

〇議長（遠山健太郎） 日程第３、報第１号 専決処分報告について、物損事故による損害賠

償額の決定及び和解について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 吉川都市環境部長。 
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〇都市環境部長（吉川昭仁） 報第１号 専決処分報告についてご説明させていただきます。 

 専第10号 物損事故による損害賠償額の決定及び和解につきましては、緊急に処理を要す

るため、地方自治法180条第１項の規定により、議会において指定されている事項について、

別紙のとおり、令和７年12月16日に専決処分させていただいたもので、同条第２項の規定に

より報告するものでございます。 

 専決処分させていただいた内容につきましては、令和７年10月１日午後２時47分頃、上牧

町下牧３丁目３番10号において、公用車を後退させ、方向転換しようとしたところ、民家の

外壁に接触し損害を与えたものでございます。この事故は、職員の不注意が原因の物損事故

による損害賠償額の決定及び和解をするため、専決処分させていただいたものでございます。

相手方は、奈良県北葛城郡上牧町、個人。和解の要旨は、過失割合が本町100、相手方がゼロ

で、損害賠償額が10万5,600円でございます。 

 以上の内容で専決処分をさせていただいておりますので、ご報告申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 よって、本案の報告は終了いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号から議第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第４、議第１号 上牧町議会議員の議員報酬等に関する条例の一

部を改正する条例について、日程第５、議第２号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例について、日程第６、議第３号 一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について、日程第７、議第４号 一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第８、議第５号 上牧町会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、以上５件の議案

については、関連事項となりますので、一括議題といたします。 

 一括して提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 
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〇総務部長（中川恵友） 議第１号 上牧町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正

する条例についてから、議第５号 上牧町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例についてまでの５議案につきまして、関連がありますことから、一

括して提案理由を申し上げます。 

 国においては、令和７年の人事院勧告を受け、国家公務員の一般職並びに特別職の給与改

定に関する関連法案が可決されました。本町におきましても、国に準拠して、関連条例につ

いての所要の改正を行う必要があることから提案するものでございます。 

 次に、主な改正内容について説明させていただきます。 

 議第１号 上牧町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例並びに議第２

号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきま

しては、期末手当の支給割合を年間100分の５引き上げる改正でございます。 

 議第３号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、第８

条の２関係では、通勤手当を引き上げる改正でございます。距離区分に応じて200円から7,100

円までの幅で引き上げるものでございます。 

 次に、第14条関係では、宿日直手当を引き上げる改正でございます。 

 次に、第15条、第16条関係では、期末勤勉手当の支給割合をそれぞれ年間の2.5引き上げる

改正でございます。 

 次に、別表第１では、若年層に重点を置きつつ、全ての職員を対象とした月例給の引上げ

に伴う給料表を改正するものでございます。 

 議第４号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきまして

は、第７条関係では、月例給の引上げに伴い、給料表を改正するものでございます。 

 次に、第８条関係では、期末勤勉手当の支給割合をそれぞれ年間100分の2.5引き上げる改

正でございます。 

 議第５号 上牧町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例につきましては、一般職の職員の給料表が改正されることから、別表第１の給料表を改正

するものでございます。また、特別職の通勤手当と会計年度任用職員の通勤手当、宿日直手

当、期末勤勉手当につきましては、一般職の給与条例に準拠する規定となっており、今回、

議第３号で一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で提案しておりますので、この改正

に基づき支給をします。 

 以上、簡単ではございますが、議第１号から議第５号までの５議案を一括して説明を申し
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上げました。 

 改正内容については、条例案のとおりでございます。ご審議の上、議決賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたので、これから一括して質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから一括して討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。採決は議案ごとに個別に行います。 

 まず、議第１号について採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第２号について採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第３号について採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第４号について採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議第５号について採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 以上で議第１号から議第５号までの採決を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第９、議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第６回）

について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 中川総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第６号 令和７年度上牧町一般会計補正予算（第６回）について、

提案理由の説明をいたします。 

 一般会計補正予算（第６回）の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただい

たとおりでございます。ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 
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          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第10、議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予

算（第３回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山本住民生活部理事。 

〇住民生活部理事（山本敏光） 議第７号 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算

（第３回）について、ご説明いたします。 

 令和７年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）の補正内容につきましては、

先ほど町長より説明させていただいたとおりでございます。ご審議の上、議決賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第11、議第８号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第

３回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 山下健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（山下純司） 議第８号 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第３

回）について、ご説明いたします。 

 令和７年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第３回）の補正内容につきましては、先ほ

ど町長より説明させていただいたとおりでございます。ご審議の上、議決賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（遠山健太郎） 日程第12、議第９号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第
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３回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 吉川都市環境部長。 

〇都市環境部長（吉川昭仁） 議第９号 令和７年度上牧町下水道事業会計補正予算（第３回）

について、ご説明いたします。 

 今回の補正予算（第３回）の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいた

とおりでございます。慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（遠山健太郎） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（遠山健太郎） 以上で、本臨時会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により、閉会したいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（遠山健太郎） ご異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会は閉会することに決定いたしました。 
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                     ◇                    

 

    ◎町長の挨拶 

〇議長（遠山健太郎） 閉会に当たり、招集者の挨拶をお願いいたします。 

 阪本町長。 

          （町長 阪本正人 登壇） 

〇町長（阪本正人） 全議案、承認、議決を頂きましてありがとうございます。私自身にとり

ましては、３月から町政のかじ取りを担わせていただくことになりました。その間９か月間、

皆様方と一緒に教育、福祉、子育て支援、安全安心な都市基盤の整備や高齢者対策などの施

策を一つずつ着実に進めてまいりました。これからも未来の上牧町を見据えた、町民皆様が

安心して暮らせる魅力あるまちづくりを進めるために取り組まなければならない課題があり

ますので、今後とも引き続き、皆さん方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、議員の皆様方におかれましては、この１年間、町政発展のため大変お

世話になり、誠にありがとうございました。時節柄、健康には十分ご留意を頂き、引き続き

ご活躍いただきますとともに、ご家族共々よき新年を迎えられますよう、また新年が上牧町

全ての皆様にとってよりよき年になりますようご祈念を申し上げまして、閉会に当たりまし

てのお礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（遠山健太郎） これをもちまして令和７年第４回上牧町議会臨時会を閉会いたします

が、閉会に当たり、一言お礼を申し上げます。 

 本臨時会は、さきの12月定例会閉会後、間もなくの招集というところで、年末の慌ただし

い中、ご参集を頂きました。これは本臨時会でご審議いただいた第６回一般会計補正予算に

計上された物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が12月議会閉会後に交付決定されたた

め、また多くの自治体では、専決処分にて物価高対策を実施決定しているところ、物価高対

策については住民生活に直結する大事な施策というところで、上牧町議会として理事者側に

臨時会での審議をお願いしたものです。改めまして、この臨時会に際し、理事者側の皆様、

議員各位のご理解に感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 以上で令和７年第４回上牧町議会臨時会を閉会いたします。どうも皆様、お疲れさまでし

た。よい年をお迎えください。 
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    閉会 午前１０時２７分 
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